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　地方公務員法の規定により、地方公共団体における人事行政の公正性・透明
性を高めるため、人事行政の運営等の状況を公表することが義務付けられてい
ます。
　市では、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給
与・定員管理等のほか、職員の採用、退職の状況や勤務条件などを公表してい
ます。
　なお、この内容は市ホームページでもご覧いただけます。
i職員課人事研修係（☎042－387－9808）、給与に関することについて＝職員
課給与厚生係（☎042－387－9809）、定員管理計画について＝企画政策課企画
政策係（☎042－387－9826）

人事行政の運営等の状況を人事行政の運営等の状況を
お知らせしますお知らせします

人事行政の運営等の状況を人事行政の運営等の状況を
お知らせしますお知らせします

１職員の任免および職員数に関する状況
⑴採用者数および退職者数の状況（令和４年度） （人)

職　種
採用者数 退職者数

一般職 任期付 合計 定年
退職

普通
退職

分限
免職

懲戒
免職 失職 死亡

退職
任期
満了 合計

事務職 18 0 18 7 10 0 0 0 0 0 17
技術職 7 2 9 0 11 0 0 0 0 2 13
技能職 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
合　計 25 2 27 10 22 0 0 0 0 2 34
※分限免職＝公務能率を維持する目的で職をやめさせたものです
※懲戒免職＝職員の非違行為に対して懲戒処分として職をやめさせたものです
※失職＝地方公務員法第16条（欠格条項）に該当した場合、職員でなくなることです
※任期満了＝任期付職員がその任期を終えることです

２職員の人事評価の状況

⑵職員数の状況
①職員数の状況（各年４月１日現在） （人）

区分 理事者 内訳 正職員 内訳
市長 副市長 教育長 部長職 課長職 係長職 主任職 主事職

令和４年度 3 1 1 1 650 11 57 136 162 284
令和５年度 3 1 1 1 645 11 56 135 162 281

区分 再任用職員 会計年度任用職員 派遣職員 計月額制 時間額制
令和４年度 15 332 256 8 1,264
令和５年度 20 343 278 9 1,298

②部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

区分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由令和4年度 令和5年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議 会 9 9 0 ―
総務・企画 134 137 3 重点配置による増
税 務 43 43 0 ―
民 生 217 216 △1 業務の整理による減
衛 生 50 50 0 ―
農 林 水 産 2 2 0 ―
商 工 5 5 0 ―
土 木 53 51 △2 正規職員の会計年度任用職員化による減
小 計 513 513 0 ―
教　　育 90 90 0 ―
小　　計 603 603 0 ―

公
営
企
業
等

会
計
部
門

下 水 道 10 10 0 ―
そ の 他 45 45 0 ―
小 計 55 55 0 ―

合　計 658
（790人）

658
（790人） 0 ＜参考＞人口1万人当たりの職員

数52.76人
※職員数にはフルタイム勤務の再任用職員を含みます
※（　 ）内は条例定数の合計です

令和5年度 0 13 36 57 65 94 94 72 73 61 78 2 （人）
平成30年度 0 12 57 71 113 99 74 76 77 70 30 2 （人）
今年度の構成比　 0.0 2.0 5.6 8.8 10.1 14.6 14.6 11.1 11.3 9.5 12.1 0.3 （％）
5年前の構成比　 0.0 1.8 8.4 10.4 16.6 14.5 10.9 11.1 11.3 10.3 4.4 0.3 （％）
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③年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

⑶定員管理計画（令和５年６月６日策定）の数値目標
令和6年度 令和7年度
664人 663人

※定員数には一般任期付職員およびフルタイム勤務の再任用職員を含みます。また、育児
休業代替任期付職員を除きます

　「職員の能力開発、人材育成」、「客観的かつ公平で信頼性の高い人事管理の実施」、「組織力
の向上」を目的とし、職員の人事評価を行っています。
区　分 内　容
評価期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで
評価基準日 毎年1月1日
評価の構成 第1次評価、第2次評価、第3次評価（部長職者は第2次評価まで）
評価の方法 実績（目標管理）および能力について、5段階による絶対評価を行う

３職員の給与の状況
⑴総括
①人件費の状況（令和４年度普通会計決算・速報値）
住民基本
台帳人口 歳出額A 実質収支 人件費B 人件費比率

（B／A）
令和3年度人
件費比率

124,756人 50,469,159千円 2,512,615千円 6,637,178千円 13.1％ 12.5％
※住民基本台帳人口は、令和５年１月１日現在の人数です

②職員給与費の状況（令和４年度普通会計決算・速報値）

職員数A
給与費 1人当たり

給与費
B／A給　料 職員手当 期末・

勤勉手当 合計B

603人 2,096,559千円 741,636千円 990,801千円 3,828,996千円 6,350千円
※職員数は、令和４年４月１日現在の人数です。また、職員手当には退職手当を含みません
※給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれ、
職員数には当該職員を含んでいません

③ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）
小金井市 全国市平均 類似団体平均

平成31年 99.3 98.9 99.5
令和２年 99.3 98.9 99.4
令和３年 99.3 98.8 99.2
令和４年 98.3 98.7 98.9

※ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた
め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表
（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です
※類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し
たものです

⑵職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）
一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

小金井市 43.2歳 324,500円 454,290円 397,608円
東京都 42.4歳 316,277円 451,385円 398,074円

⑶職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（令和４年度）

小金井市 東京都
1人当たり平均支給額 1,640千円 1,844千円

支給割合
期末手当 2.40月分（1.35月分） 2.40月分（1.35月分）
勤勉手当 2.15月分（1.05月分） 2.15月分（1.05月分）

加算措置の状況
職制上の段階、職務の級等による加算措置あり

職務段階別加算3～20％ ▷職務段階別加算3～20％
▷管理職加算15～25％

※（　 ）内は、再任用職員に係る支給割合です
※勤務成績の評定の結果を勤勉手当に反映させています

技能労務職

区　分
公務員

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
小金井市 53.7歳 309,800円 372,908円 361,862円
東京都 50.5歳 287,646円 388,055円 354,902円

※平均給料月額＝令和５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均額です
※平均給与月額＝給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
されているものです
※平均給与月額（国比較ベース）＝比較のため国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を
除いたもの）で再計算したものです

②職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）
区　分 小金井市 東京都

一般行政職
大学卒 187,900円 187,900円
高校卒 152,200円 152,200円

技能労務職 高校卒 149,600円 149,600円
※この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）
区　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大学卒 252,450円 351,843円 374,600円 －
高校卒 － － － －

技能労務職 高校卒 － － － －
※記載のない箇所は、当該職員がいない、もしくは3人以下となります

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。6・2・15


